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第１ 趣旨 

１ 本書の位置付け 

  本書は，八千代市（以下「市」という。）が，八千代市立中央図書館（以下「中央図書

館」という。）及び八千代市市民ギャラリー（以下「市民ギャラリー」という。），八千代

市立勝田台図書館（以下「勝田台図書館」という。），八千代市立緑が丘図書館（以下「緑

が丘図書館」という。）の管理運営を行うに当たり，八千代市立中央図書館・八千代市市

民ギャラリー等指定管理者募集要項（以下「募集要項」という。）及び指定管理者提案書

と一体になり，指定管理者に要求する中央図書館，市民ギャラリー，勝田台図書館，緑

が丘図書館（以下「中央図書館・市民ギャラリー等」という。）の管理運営の基準を示す

ものである。 

 

２ 管理運営に当たっての遵守事項 

  指定管理者は，中央図書館・市民ギャラリー等の管理運営に当たって，本書に示す基

準を満たした管理運営を行うとともに，八千代市立図書館設置条例及び八千代市立図書

館管理運営規則，八千代市市民ギャラリーの設置及び管理に関する条例並びに同条例施

行規則のほか，関係法令その他市の定めるところに従うものとする。 

また，以下の事項に留意すること。 

・ 指定管理者制度の適正な理解に基づく業務の履行 

・ 市の施策の適正な理解に基づく業務の履行 

・ 関係法令等を遵守した業務の履行 

・ 協定書に基づいた業務の履行 

・ 管理運営体制の整備等 

 

 

第２ 管理の基準 

１ 休館日 

⑴ 図書館 

① 月曜日（月曜日が休日に当たるときは，その日後において直近の平日） 

② １２月２９日から翌年の１月４日までの間 

③ 館内整理日 月の最終の平日 

④ 特別整理期間（年１５日以内で八千代市教育委員会（以下「教育委員会」という。）

が定める日） 

⑤ その他，指定管理者は，休館日について教育委員会と協議することができ，教育

委員会は，必要と認めるときは，これを変更し，又は臨時に休館することができる。 

 ※ 上記休館日のうち１月４日，③，④は勤務を要する日である。 

⑵ 市民ギャラリー 

① 月曜日（月曜日が休日に当たるときは，その日後において直近の平日） 

② １２月２９日から翌年の１月４日までの間 

③ その他，指定管理者は，必要があると認めるときは，市長の承認を得て，臨時に



2 

 

 

開館し，又は休館することができる。 

なお，中央図書館・市民ギャラリー共用部分の休館日は市民ギャラリーに準じる。 

 

２ 開館時間 

 ⑴ 中央図書館 

   火曜日～金曜日     午前１０時から午後７時まで 

土曜日・日曜日・休日  午前９時から午後６時まで 

ただし，指定管理者は開館時間について教育委員会と協議することができ，教育委

員会は必要があると認めるときは，これを変更することができる。 

⑵ 市民ギャラリー 

   午前９時から午後８時まで  

ただし，指定管理者は必要があると認めるときは，市長の承認を得て，これを変更

することができる。 

   なお，中央図書館・市民ギャラリー共用部分の開館時間は市民ギャラリーの開館時

間に準じる。 

 ⑶ 勝田台図書館・緑が丘図書館 

   火曜日～金曜日     午前９時から午後７時まで 

   土曜日・日曜日・休日  午前９時から午後５時まで 

ただし，指定管理者は開館時間について教育委員会と協議することができ，教育委

員会は必要があると認めるときは，これを変更することができる。 

 

３ 施設の利用許可等 

  指定管理者は図書館の一部施設について，利用許可等を行うものとする。 

   また，指定管理者は，八千代市市民ギャラリーの設置及び管理に関する条例の規定に

より，市長に代わって，施設の利用を許可し，あるいは許可しないものとする。 

なお，指定管理者が市民ギャラリーの利用者に対して行う許可その他の処分には，八

千代市行政手続条例の規定が適用されるので留意すること。 

 

４ 文書の管理・保存 

  中央図書館・市民ギャラリー等の管理運営に当たって取得，又は作成した文書等の管

理・保存に関する文書管理規程等を別添１「文書保存期間基準表」に準じて定め，適正

な管理に努めなければならない。 

  また，サイバーテロ，コンピュータウィルス感染，情報漏えい，盗難等（以下「情報 

事故等」という。）の発生に備えてセキュリティ対策を講じること。 

 なお，情報事故等が発生し，又は不測の事態が発生した場合は，直ちに市に報告する 

とともに，市の指示に基づき適切な対処を行わなければならない。 

 

５ 情報公開の取扱い 

  指定管理者は，中央図書館・市民ギャラリー等の管理運営に当たって保有する情報の
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公開について，八千代市情報公開条例の規定に基づき適正に処理を行い，必要な措置を

講じなければならない。 

  また，八千代市情報公開条例に準じて「指定管理者○○が行う中央図書館・市民ギャ

ラリー等の管理運営に係る情報公開に関する規程」を定め，これに基づき適正に処理し

なければならない。 

 

６ 個人情報の取扱い 

 指定管理者は，個人情報の保護に関する法律，八千代市個人情報保護法施行条例及び

別添２「個人情報取扱特記事項」を遵守し，個人情報を適正な管理のもと取り扱わなけ

ればならない。 

  また，八千代市個人情報保護法施行条例に準じて「指定管理者○○が行う中央図書館・

市民ギャラリー等の管理運営に係る個人情報の保護に関する規程」を定め，適正な管理

を行わなければならない。 

なお，指定管理者は，利用者等から個人情報の開示，訂正及び利用停止の申し出があ

ったときは適切に対応しなければならない。 

 

７ 関係法令等の遵守 

  管理運営に当たっては，本仕様書のほか，以下の法令等を遵守しなければならない。 

・ 地方自治法 

 ・ 社会教育法 

 ・ 図書館法 

 ・ 八千代市立図書館設置条例及び八千代市立図書館管理運営規則 

・ 八千代市市民ギャラリーの設置及び管理に関する条例並びに同条例施行規則 

 ・ 八千代市個人情報保護法施行条例 

 ・ 八千代市情報公開条例 

 ・ 八千代市行政手続条例 

 ・ 八千代市財務規則 

 ・ その他関連する全ての法令・条例・規則等 

 

８ 守秘義務 

  指定管理者は，中央図書館・市民ギャラリー等の管理運営に当たって知り得た情報を

第三者に漏らし，他の目的に使用してはならない。 

  また，管理運営に関する記録簿等，市が提供する関係資料等を市の許可なしに，中央図

書館・市民ギャラリー等以外への持ち出し及び複写してはならず，第三者への閲覧，複写

及び譲渡も禁ずる。 

  このことは，指定管理期間終了後も同様とする。ただし，市の承認を得た場合はこの限

りではない。 
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９ 環境への配慮 

  指定管理者は，中央図書館・市民ギャラリー等の環境を安全，快適かつ衛生的に保ち，

利用者の健康被害等の未然防止に努めなければならない。 

  また，環境負荷を抑制し，環境汚染等の発生予防，省資源，省エネルギーに努めなけれ

ばならない。 

 

 

第３ 管理運営体制 

指定管理者は，中央図書館・市民ギャラリー等の管理運営に当たって適切かつ必要な

体制を構築し，業務を円滑に実施すること。 

   また，労働関係法令等を遵守し，労務に関する一切の責任を負うこと。 

１ 人員配置 

 ⑴ 人員体制 

  ・ 業務従事者は直接雇用とし，社会保険及び雇用保険に加入すること。ただし，加入

の条件に満たない勤務形態の場合を除く。なお，業務従事者の雇用に当たっては，八

千代市民の雇用に努めること。 

  ・ 図書館にあっては公共図書館又は図書館に準じる施設での勤務経験を有する者を，

市民ギャラリーにあっては文化施設や社会教育施設の類似施設での勤務経験を有す

る者を可能な限り配置すること。 

  ・ 図書館業務の従事者は５０％以上を司書資格保有者とすること。 

  ・ 従事者名簿を整備し,毎年度初めと人事異動（変更があった場合）の都度，市に報

告すること。 

  ・ 図書館，市民ギャラリーそれぞれに館長を１名置くこと。 

・ 指定管理期間中に館長を変更する場合は，市の承認を得ること。 

  ・ 館長，副館長及び資格保有者については，従事者名簿提出時に基準を満たしている

ことがわかる書類を添付すること。 

  ・ 開館時間中は，館長又は副館長のうち１名以上が在館のこと。ただし，市の承認を

得た場合は除く。 

 ⑵ 館長 

   以下の基準を満たす者を管理運営業務の指揮及び監督を行う館長とすること。 

① 常勤の従事者であること。 

② 図書館にあっては司書資格を有すること。 

③ 関係法令の知識を備えていること。 

  ④ 公の施設の運営に当たるにふさわしい人格と識見を備えていること。 

  ⑤ 組織の長として，リーダーシップを発揮する能力と経験があること。 

  ⑥ 図書館にあっては図書館の，市民ギャラリーにあっては市民ギャラリーの管理・運

営について識見を備えていること。 

 ⑶ 副館長 

   以下の基準を満たす者を副館長とすること。 
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  ① 常勤の従事者であること。 

  ② 図書館にあっては司書資格を有すること。 

  ③ 図書館にあっては公立図書館又は図書館に準じる施設で，市民ギャラリーにあって

は文化施設や社会教育施設の類似施設で５年以上の勤務経験を有すること。 

  ④ 館長を補佐し，館長不在時には館長業務を代行するにふさわしい人格と識見を備え

ていること。 

  ⑤ 人数については，必要に応じ配置すること。 

 ⑷ 業務主任 

   サービスの向上を図るため，専門的なサービスを提供できる人材の確保を行い，下記

の各業務に業務主任を配置すること。業務主任は，副館長が兼務することも可能とする。 

   また，必要に応じて下記の業務以外に業務主任を設置すること。 

  ① 図書館 

   ア 窓口カウンター業務 

イ レファレンスサービス業務 

ウ 資料管理業務 

エ 八千代市図書資料総合管理システム運用業務 

  ② 市民ギャラリー 

   ア 施設及び設備の貸出に係る業務 

   イ 美術品の保管及び美術に関する講習会等に係る業務 

⑸ 資格等取得者の配置 

指定管理者は，自己の責任及び負担により，指定の期間開始日の前日までに，以下

の資格・免許等を取得した者及び管理運営業務の実施に当たって，必要な資格・免許

等を取得した人員を配置すること。なお，再委託は不可とする。 

資格名 根拠法令等 施設名 人数 

甲種防火管理者 消防法 

中央図書館・市民ギャラリー 

各１名 勝田台図書館 

緑が丘図書館 

建築物環境衛生管理

技術者 

建築物における衛生的

環境の確保に関する法

律（ビル管理法） 

中央図書館・市民ギャラリー 

各１名 

緑が丘図書館 

 ⑹ 施設の安全管理担当者の配置 

  ① 施設の警備等を行う者を配置すること。 

  ② 施設の開館時間中は常時配置すること（閉館時は機械警備で対応可） 

 

２ 研修等の実施 

  指定管理者は，中央図書館・市民ギャラリー等の管理運営に当たって必要な知識及び

技術（資格）の取得，並びに資質の向上等を図るために必要となる訓練や研修等を計画

的に実施すること。 
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３ 服務等 

  指定管理者は，業務従事者に対して公益の使命を自覚させ，利用者を満足させる接遇

〔服装（制服），身だしなみ，言葉づかい等〕を行うよう徹底すること。なお，服務等に

関する必要な事項については，「八千代市職員服務規程」に準じること。 

業務従事者は，名札を着用することとし，指定管理者が準備すること。 

  指定管理者は，公益通報者保護法による通報，相談窓口の設置等について，別添３「八

千代市職員等の公益通報に関する要領」に基づき対応すること。 

  指定管理者は，障害者及び高齢者等の利用に際し，円滑な施設利用が可能となるよう

に適切に対応すること。また，身体障害者が施設を利用する場合において，原則として，

身体障害者補助犬（厚生労働省令に定める表示をしたものに限る。）を同伴することを拒

んではならない。 

 

 

第４ 指定管理者が行う業務 

１ 業務の範囲 

  八千代市立図書館設置条例第４条及び八千代市市民ギャラリーの設置及び管理に関す

る条例第６条に規定される業務を行う。業務は次の⑴～⑷のとおりとする。 

 ⑴ 運営業務 

  ① 図書館 

   ・ 図書館法第３条各号（第５号を除く）に掲げる事項に関する業務 

  ② 市民ギャラリー 

   ・ 美術に関する展覧会の開催に関する業務 

   ・ 美術に関する講習会，研修会等の開催に関する業務 

   ・ 美術作品の保管に関する業務 

   ・ 美術に関する活動を行うための施設及び設備の提供に関する業務 

   ・ 市民ギャラリーの利用の許可に関する業務 

 ・ その他市民ギャラリーの設置の目的を達成するために必要な業務 

 ⑵ 管理業務 

   中央図書館・市民ギャラリー等の施設・設備及び備品等の正常な機能を維持し，利

用者が安全，快適かつ衛生的に利用できるよう，施設等の維持管理を行う。 

   ・ 中央図書館・市民ギャラリー等の施設及び設備の維持管理に関する業務 

 ⑶ その他業務 

   上記の他，経理に関する業務及び事業に関する計画並びに報告等で中央図書館・市

民ギャラリー等の管理運営に必要な業務を行う。 

  ・ その他市が施設の管理運営上必要と認める業務 

⑷ 自主事業 

   指定管理者は，各図書館及び市民ギャラリーの利用を阻害しない範囲で自らの提案

による業務を実施し，自らの収入とすることができる。 
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２ 業務の分類 

 指定管理者が行う業務の分類は，別添４「指定管理者が行う業務の分類」のとおりと

する。 

 

第５ 指定管理者が実施すべき業務 

   指定管理者が行う業務に基づき，指定管理者が実施すべき業務について，市が求め

る水準と具体的な業務内容は以下のとおりとする。 

Ⅰ 運営業務（図書館） 

１ 図書館法第３条各号（第５号を除く）に掲げる事項に関する業務 

   各業務について，「八千代市立図書館サービス計画」及び「八千代市子ども読書活

動推進計画」記載の内容を考慮すること。また，市の要綱，要領，マニュアルがある

ものはそれに従い業務を遂行すること。業務の手法・基準は，指定管理者独自のマニ

ュアル等を作成し実施すること。 

⑴ 図書館資料の収集及び一般公衆の利用に供する業務 

  ① 要求水準 

多様化する市民ニーズに応じた資料の収集，整理，保存をし，その資料の閲覧

及び貸出等を迅速に行うこと。また，全ての利用者が利用しやすい快適なサービ

スと空間を提供すること。 

   ② 業務内容 

ア 図書館資料の収集を行うこと。 

a 指定管理者は別添５「八千代市立図書館資料収集基準」，別添６「八千代市

立図書館視聴覚資料収集基準」等に基づき，利用者の予約・貸出傾向を考慮に

入れ，業務経験のある複数の司書が各部門のバランスが取れた図書館資料の一

次選定を行うこと。その際，本市に関する資料は積極的に選定すること。また，

電子書籍の一次選定も行うこと。 

※ 指定管理料のうち，中央図書館・勝田台図書館・緑が丘図書館の３館で３

１,１３０,０００円/年（税込）以上の図書館資料を購入すること。各館の割

り振りは，状況を考慮し，指定管理者が提案し市と協議すること。 

ｂ 指定管理者は，一次選定した資料の一覧を提出し，市と協議した上で，承

認後された資料を市の指定する方法により発注を行うこと。 

ｃ 資料データの管理は，市の指定するＭＡＲＣを使用し，必要に応じてＭＡ

ＲＣのダウンロード作業を行うこと。 

ｄ 図書は原則装備込みで購入し，納品時に検査を行うこと。また，装備品は

現行と同様とする。なお，中央図書館は，バーコード型ＩＣタグを装備する

が，バーコード型ＩＣタグ代は消耗品費に含む。  

ｅ 納品時に書名・著者名・価格による現物の確認，汚破損，落乱丁の有無の

確認をすること。（図書館資料の購入金額は，発注・納品・請求書等により購

入数量，金額等を市が確認する。） 

ｆ 購入及び収集する図書館資料については，備品図書・消耗図書（紙芝居と
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逐次刊行物を含む）・視聴覚資料・寄贈資料（郷土・行政資料含む）とする。 

なお，視聴覚資料については，ＭＡＲＣ作成委託･視聴覚資料の装備の契約

を行い購入すること。 

また，新聞・雑誌の逐次刊行物の購入は，現在購入しているものを原則継

続して購入すること。廃刊・休刊が生じた場合及び利用者の要望により変更

又は新規に購入する場合は，事前に市と協議の上，原則年度区切りで購入の

手続きを行うこと。 

ｇ 寄贈資料の受付を行うこと。寄贈資料の受入については，購入図書と同様

に市の承認を得ること。 

ｈ 資料の収集にあたっては，障害者や日本語を第一言語としない利用者にむ

けた配慮も行うこと。 

    イ 図書館資料の閲覧及び貸出等に係る業務を行うこと。 

     ａ 利用者の登録，更新等に係る業務を行うこと。登録，更新の際に必要とな

る利用券は市と相談の上，指定管理者が用意すること。 

     ｂ 資料の貸出及び返却に係る業務を行うこと。なお，中央図書館は八千代市

立阿蘇公民館（以下「阿蘇公民館」という。）及び八千代市立睦公民館（以下

「睦公民館」という。）での資料の貸出及び返却に係る業務，図書館以外に設

置されたブックポストに返却された資料の処理に係る業務も含む。 

     ｃ 未返却者へ電話，メール，葉書，訪問による督促を行うこと。使用する葉

書は指定管理者が用意すること。 

     ｄ 利用者の過失により資料を紛失もしくは汚損・破損等で利用に供すること

ができなくなったときは，利用者に弁償を求めること。原則として現物弁償

とする。 

     ｅ 資料の予約やリクエストの受付けや提供のための手続きを行うこと。 

     ｆ 別添７「八千代市立図書館複製利用取り扱い要領」に従い，著作権法に規

定する範囲の複写サービスを提供すること。他の図書館等から借り受けた資

料については，借受元の指示に従い複写サービスを提供すること。また，利

用者の求めに応じて領収書を指定管理者名で発行すること。 

     ｇ 中央図書館が窓口となり，来館困難者に対して宅配サービス実施の認定を

行うとともに，認定者に対して職員が自宅へ訪問し資料を届ける宅配サービ

スを行うこと。宅配サービスの実施に当たっては，サービス実施の目的を鑑

み，できる限り利用者の要望に沿った対応を行うこと。 

    ウ 利用しやすいサービスや環境の提供に係る業務を行うこと。 

     ａ 開館準備，閉館作業等を行うことで，利用者が過ごしやすい環境を整備す

ること。 

     ｂ 館内整理日を利用し，館内の環境改善に努めること。 

     ｃ 施設や設備の案内，問い合わせ対応等の利用案内を行うこと。また，日本

語を第一言語としない利用者に向けた利用案内を作成すること。 

     ｄ 利用者用インターネットの受付等，機器及び設備の利用受付，利用許可等
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を行うこと。 

    エ その他 

     ａ 常設のリサイクル文庫を設置し，管理すること。 

     ｂ 拾得物等の受付，管理を行うこと。また，状況に応じて警察署等へ引継ぎ

を行うこと。 

⑵ 図書館資料の分類排列及び目録整備業務 

   ① 要求水準 

図書館での受入が決定した資料は，速やかに装備を行い，八千代市図書資料総

合管理システムに登録し，目録を整備すること。 

また，書架案内図や書架見出し等の整備，排列の工夫を行うとともに，毎日書

架の整理を行い，利用しやすく魅力ある書架とすること。 

   ② 業務内容 

    ア 図書館資料は，八千代市図書資料総合管理システムへの登録を行い管理する

こと。 

    イ 図書館資料の装備を行うこと。雑誌・新聞を除く図書館資料は，原則装備込 

みで購入するが，寄贈本等の装備されていない図書の受入については，購入資

料を参考に，所蔵館により装備方法が異なることのないよう他図書館と調整を

行った上で自館装備を行うこと。自館装備に必要な消耗品は，各館で用意する

こと。 

なお，雑誌は全て自館装備となるが，全面装備ではなく，背表紙や綴じ部分

など痛みやすい部分を一部補強する部分装備とする。 

ウ 図書館資料の排架，整理を行うこと。また，書架案内図や書架見出し等の整

備，排列の工夫を行い，利用者が図書館資料を探しやすいように配慮すること。 

    エ 図書館資料の補修を行うこと。 

    オ 「八千代市立図書館除籍基準」等に基づき，除籍候補資料を選定し，市と調

整の上，図書館資料の除籍を行うこと。なお，除籍した図書館資料は，リサイ

クルまたは破棄処理を行うこと。 

    カ 図書館資料の保管場所の移管については，利用状況や保存等の必要に応じて

行うこと。なお，中央図書館は市内の全ての図書館資料の最終保管場所として

の役割を有すること。 

    キ 図書館資料の点検（蔵書点検）を特別整理期間に行い，結果をとりまとめて

市に報告すること。期間や作業の手順については市の指示に従うこと。  

⑶ 読書相談，参考調査による資料及び情報提供業務 

   ① 要求水準 

     調査・研究・学習等のために必要な資料・情報を求める利用者に対して，適切

な資料・情報を提供すること。また，読書年齢や利用者の利用目的等に合わせ，

利用者が必要な資料・情報等を求めやすいフロアワーク等に取り組むこと。  

   ② 業務内容 

ア 利用者から調査・研究・学習等を目的として必要な情報・資料などを求めら
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れた際には，参考調査を行うこと。 

   イ 利用者が自分で資料を検索できるように，ＯＰＡＣ（利用者用検索機端末）

やインターネット端末等の案内及び説明を行うこと。 

    ウ 児童図書の知識・経験が豊富な司書を利用実態に合わせて配置し，児童サー

ビスを行うこと。中央図書館は研究室の管理運営を行うこと。 

    エ ティーンズ（中高生）のコーナーを設け，ティーンズ向けの資料を充実させ

ティーンズ世代の利用促進に取り組むこと。 

    オ 子育てに関するコーナーを設け，子育てに関する資料を充実させ利用促進に

取り組むこと。また，中央図書館は託児サービスの充実やほっとコーナーの管

理運営を行うこと。 

    カ 障害者向けのサービスを行うこと。 

    キ 中央図書館はビジネス支援サービス及び医療情報提供サービスを行うこと。 

    ク 既存の電子書籍コンテンツが継続して使用できるよう，現指定管理者におい

て実施している「八千代市電子図書館サービス」を引き続き提供すること。な

お，電子図書館サービス提供に係る一切の経費は指定管理料の中に含む。  

    ケ 中央図書館は以下のデータベースサービスの管理及び提供をすること。デー

タベースに係る費用は指定管理料に含む。利用契約に係る事務手続きも指定管

理者が行うこと。 

     ・ 官報情報検索サービス 

     ・ 日経テレコン２１ 

     ・ 朝日新聞記事データベース クロスサーチ・フォーライブラリー 

     ・ ジャパンナレッジ 

     ※ 指定管理者はデータベースサービスの利用実績等を検証し，変更や追加が

ある場合は市と協議し，承認を得ること。 

⑷ 他図書館，その他関係団体との協力，連絡及び相互貸借を行う業務 

   ① 要求水準 

     予約資料の回送，他館所蔵資料の返却，協力貸出資料，借用資料の返却，行政

文書類，図書館間連絡文書などの物流便運行に支障のないよう，配送資料等の荷

造りを行うこと。また，市内の団体貸出サービスに登録された施設に対して配送

サービスを行うこと。 

連絡調整会議等，図書館業務の円滑な運営のために必要な各種会議に館長及び

担当者は出席すること。なお，その他，業務依頼等があった場合は協力すること。 

   ② 業務内容 

    ア 中央図書館，勝田台図書館，大和田図書館，八千代台図書館，緑が丘図書館，

阿蘇公民館，睦公民館，総合生涯学習プラザ前ブックポスト，八千代市立村上

公民館前ブックポスト，八千代市立高津公民館前ブックポストを循環する物流

便を運行すること。運行に当たっては，現在の運行体制を参考として，指定管

理者において利用者のニーズを踏まえ，運営体制も含めた運行計画案を作成し，

市と協議の上，承認を得ること。なお，今後，循環場所が増減した場合，市及
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び指定管理者は，協議の上，対応するものとする。 

イ 市内図書館の物流便運行に支障のないよう，配布資料等をそろえること。   

ウ 利用者から市内図書館に所蔵のない図書館資料をリクエストされた場合は，

他自治体図書館等より資料を借り受けて対応すること。借り受けた資料の移送

時に発生する費用は指定管理料に含む。また，他自治体図書館等より借用依頼

があった場合は，業務に支障のない範囲で，できる限り貸出に応じること。 

エ 館長会議に出席すること。（年１２回程度） 

オ 各種担当者会議に出席すること。 

カ 各種調査，回答に関する業務を行うこと。 

キ 市内図書館との事務用連絡メールを設定すること。 

ク 各関係機関との会議への出席や連絡調整等を行うこと。 

    ケ ブックスタート事業に協力すること。 

コ その他，市から指示のあった業務を行うこと。 

⑸ 読書会等の主催講座開催及び奨励業務 

   ① 要求水準 

     図書館活動への理解を深めるとともに，読書普及，図書館利用を促進するため，

各館において下記の② 業務内容を継続して実施すること。なお，講座等の参加

は原則無料とするが，講座等の内容により，やむを得ず教材費・保険料等が必要

な場合は，事前に協議の上，市の承認を得て，実費のみ参加者に求めることとす

る。なお，講座等開催時の講師謝礼及び開催に係る経費は，指定管理料に含む。 

② 業務内容 

    ア おはなし会を週１回以上実施すること。 

    イ 赤ちゃんと楽しむ絵本の会を月１回以上実施すること。 

    ウ 親子で楽しむ絵本の会を月１回以上実施すること。 

    エ こども読書週間中の読書振興行事を年１回以上実施すること。 

    オ 読書週間中の読書振興行事を実施すること。 

    カ 市民が運営する読書会に協力すること。 

    キ ブックリサイクルフェアを年１回以上開催すること。 

    ケ 図書館を使った調べる学習コンクールを開催すること。 

⑹ 時事に関する情報，参考資料の紹介及び提供業務 

   ① 要求水準 

     時節を反映した資料，地域の課題解決に役立つ資料等の提供を積極的に行うこ

と。また，市の行政組織からの展示の依頼には出来る限り協力すること。 

   ② 業務内容 

    ア 図書館資料，企画資料等の展示を常時行うこと。 

     ａ 子ども向けの資料展示 

     ｂ ティーンズ向けの資料展示 

     ｃ 一般向けの資料展示 
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⑺ 社会教育における活動機会の提供やその奨励業務 

① 要求水準 

図書館活動への市民の参加を促進すること。また，市民の交流の場を創出し，

市民と協力して地域の情報・文化の収集，発信，活用に取り組むこと。 

   ② 業務内容 

    ア 学校図書館ボランティア活動との協力，連携を図ること。 

    イ 個人ボランティア活動との協力，連携を図ること。 

    エ 図書館サービスの一部をボランティアで行う場合は，ボランティア保険に加

入していることを確認すること。 

    オ ボランティア団体の活動水準の向上のために講習会の開催等，必要な支援を

行うこと。 

  ⑻ 学校，公民館等との連携及び協力業務 

   ① 要求水準 

     市が受け付けした視察者・見学者の受入や，「総合的な学習」をはじめとする学

校教育や活動に協力すること。 

   ② 業務内容 

    ア 視察者の受入を行うこと。 

    イ 小学生，中学生，高校生等の見学・職場体験等の受入を積極的に行うこと。 

    ウ 大学生等の図書館実習の受入を積極的に行うこと。 

    エ 市が受け入れる視察への協力を行うこと。 

    オ 小・中学校等の授業への協力を行うこと。 

    カ 学校等の求めに応じ，図書室の運営等についてアドバイス等を行うこと。 

⑼ 八千代市図書資料総合管理システム等運用業務 

① 要求水準 

    「八千代市図書資料総合管理システム」及び「自動出納書庫管理システム」（以下

「システム」という。）が正常に稼働できるよう，日常点検等を実施すること。な

お，システムに必要なコンピュータの端末，付属機器，通信回線，保守等につい

ては，市が無償で提供するが，機器に係る消耗品費は指定管理料に含む。また，

指定管理業務以外の業務に使用せず，指定管理者が固有事務を行うコンピュータ

端末及び周辺機器等をシステムに接続しないこと。 

   ② 業務内容 

    ア システムの運用について，特に個人情報保護，情報セキュリティについては，

法令等を遵守すること。 

    イ システムを操作する従事者全員の最新の名簿を市に提出すること。 

    ウ システム用機器を移動あるいは配置換えをする場合は市と協議の上，承認を

得ること。 

    エ 故意又は過失によりシステムに損害を与えた場合や，個人情報の取り扱いによ

り第三者から損害賠償を請求された場合は，補償等の対応を速やかに行うこと。 
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    オ システムに障害が発生した場合は，復旧の対応をするとともに，速やかに市

に報告し指示を仰ぐこと。 

    カ システムの障害及び運用上のトラブルについては，速やかに市に報告書を提

出すること。 

    キ 定期的なシステム機器のメンテナンス等の必要な作業は市の指示に従い行う

こと。 

    ク 指定期間中にシステムの更新が行われた場合は，機器の設置や操作研修等に

ついて市の指示に従うこと。 

⑽ 図書館広報活動業務 

① 要求水準 

     図書館利用の促進及び読書活動の推進を図るため，広報活動をすること。 

また，指定管理者の創意工夫により，図書館を利用しない層を含む幅広い層へ

のアプローチを行うこと。 

   ② 業務内容 

    ア 小学生（学年毎），中学生向けのブックリスト(推薦図書)を作成すること。 

イ こども図書館ニュース及び青少年向けの新刊情報誌を作成すること。 

    ウ 市が行う図書館年報の作成に協力をすること。 

    エ 本市の広報紙「広報やちよ」や，その他の情報紙への情報提供を行うこと。 

オ 市が運用する図書館ホームページの充実を図るため，図書館ホームページ上

での積極的な情報発信を行うこと。情報発信の手順については，予め市と協議

すること。 

    カ 市で運用する図書館ホームページのこどものページとティーンズのページに

おすすめ本を掲載するために協力すること。 

    キ 毎月初めに「新着案内」を作成すること。 

    ク 毎月初めに「予約ベスト」を作成すること。 

 

Ⅱ 運営業務（市民ギャラリー） 

 １ 美術に関する展覧会の開催に関する業務 

  ⑴ 展覧会開催業務 

   ① 要求水準 

     多くの市民が文化芸術を鑑賞できるよう常設展示室等で展覧会を開催すること。 

   ② 業務内容 

    ア 常設展示室等において，市収蔵美術品を中心とした展示を行うこと。（展示内

容を年４回以上変更すること。） 

    イ 一般展示室等において，来館者のニーズや地域特性などの多角的な視点を考

慮した企画展を開催すること（年２回以上） 

    ウ 市民文化祭の一環として，市民美術展を関係団体と協力の上，開催すること。 
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 ２ 美術に関する講習会，研修会等の開催に関する業務 

  ⑴ 講習会，研修会等開催業務 

   ① 要求水準 

     文化芸術活動を活性化し，文化の振興につながるよう講習会，研修会等を開催 

すること。 

   ② 業務内容 

    ア 市民の美術に関する知識や教養等の向上を図る講習会，研修会等を開催する

こと。（年４回以上） 

    イ 市民の文化芸術の創作活動を支援する事業を開催すること。（年４回以上） 

    ウ 文化芸術の振興につながる地域交流イベントを行うこと。（年２回以上） 

    エ 子どもたちの豊かな感性・情操や創造力・想像力を育むためのワークショッ

プを開催すること（年４回以上） 

 

３ 美術作品の保管に関する業務 

 ⑴ 美術作品保管業務 

  ① 要求水準 

    市収蔵美術品については，収蔵庫の温度や湿度を適正に保ち，適切に管理・保 

管すること。 

  ② 業務内容 

   ア 収蔵庫の管理業務を行うこと。 

   イ その他，常設展示室等で展示している美術品の管理業務を行うこと。 

 

４ 美術に関する活動を行うための施設及び設備の提供に関する業務 

 ⑴ 施設及び設備等の貸出業務 

  ① 要求水準 

貸出業務を適切に行い，利用者が円滑に施設利用できるよう案内すること。 

  ② 業務内容 

    ア 利用希望者からの問い合わせの対応及び利用者や見学者への施設案内等につ 

いては，適切な対応を行うこと。 

    イ 利用者が施設を利用する前には，十分な打ち合わせを行うこと。 

ウ 利用者の求めに応じて，展示に際して協力すること。 

     エ 修繕，設備点検等により，貸出を制限する場合は，利用者への周知期間を十 

      分に確保したうえで，施設内への掲示等，必要な措置を講じること。 

 

 ５ 市民ギャラリーの利用許可に関する業務 

  ⑴ 利用受付業務 

   ① 要求水準 

     利用受付等業務（利用相談，利用者登録，予約受付，利用許可等）は，施設開

館中，常時行うこととし，受付担当者は十分な人員を配置し，利用者へ親切丁寧

な接遇に努めること。 

   ② 業務内容 

    ア 八千代市市民ギャラリー設置及び管理に関する条例，同条例施行規則等に基

づき，八千代市施設予約システム（以下「予約システム」という。）を運用して

利用受付業務を行うこと。 

    イ 市民が予約システムを操作する際，説明，指導など，必要な対応を行うこと。 

    ウ 市が優先予約等を認めたときは，その決定による事務処理を行うこと。 
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  ⑵ 利用許可業務 

   ① 要求水準 

     八千代市市民ギャラリー設置及び管理に関する条例，同条例施行規則等に基づ

き，利用許可又は取り消し等を行うこと。 

   ② 業務内容 

    ア 施設利用の許可申請の受付及び許可を適切に行うこと。 

    イ 市が優先予約等を認めたときは，その決定による事務処理を行うこと。 

 

６ その他市民ギャラリーの設置の目的を達成するために必要な業務 

  ⑴ 関係機関との連携業務 

   ① 要求水準 

     市や関係機関等と連携し，文化芸術等に関する事業の開催又は協力・支援を行

うこと。 

   ② 業務内容 

    ア 市や関係機関と連携した文化芸術等に関する事業を開催し，また，アウトリ

ーチ活動にも努めること。 

    イ 市が主催・共催する文化芸術等に関する事業への協力・支援を行うこと。 

  ⑵ 文化芸術団体等に関する業務 

   ① 要求水準 

     市民の作品の発表の場だけにとどまらず，様々な文化団体や芸術家と連携し，

新たな文化芸術活動を生み出す拠点となること。 

     また，文化芸術の情報を幅広く収集し，情報提供・連携を図ること。 

   ② 業務内容 

    ア 既存の文化芸術団体等との連携・協働を図る事業を行うこと。 

    イ 文化芸術団体等の情報の発信とネットワーク化を図ること。 

  ⑶ 施設の利用促進及び広報活動業務 

   ① 要求水準 

施設の利用促進及び各種イベント等の周知を図るため，積極的かつ効果的に宣

伝・情報提供を行うこと。また，利用促進及び周知の方法を創意・工夫すること。 

  ② 業務内容 

ア 施設案内及び各種イベント（企画展示及び講習会等）の周知のため，パンフ

レット等の作成やホームページの充実に努めること。 

    イ 関係機関から届いたちらし，イベント等のポスター等を排架及び掲示するこ

と。 

    ウ 一般展示室稼働率の目標を設定し，稼働率向上を図る取り組みを行うこと。 

      ※（参考）令和５年度一般展示室稼働率：５４.７％ 

    エ 一般展示室及び常設展示室利用者数の目標を設定し，利用者数向上を図る取

組みを行うこと。 

      ※（参考）令和５年度一般展示室及び常設展示室利用者数：７６，５３４人 
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Ⅲ 管理業務 

１ 中央図書館・市民ギャラリー等の施設及び設備の維持管理に関する業務 

  ⑴ 施設維持管理業務 

① 要求水準 

指定管理者は，関係法令等を遵守し，恒常的に施設の点検を行い，美観（施設

の設計コンセプトを踏まえ。）を維持し，利用者が安全に利用できるように施設の

保全に努めるとともに建築物等の不具合を発見した場合は速やか，かつ，適切に

対処すること。 

     なお，詳細は別添８「施設維持管理業務一覧」のとおりとし，その他業務につ

いては指定管理者の提案によるものとする。 

② 業務内容 

ア 施設の日常点検，法定点検，定期点検等を実施すること。また，その際に必

要な消耗品の交換等に要する費用は，指定管理料に含む。 

    イ 雨漏りや床，階段及び手すり等の劣化・損傷等，利用者の安全に配慮した点

検を行うこと。 

    ウ 施設の内装等の防腐，カビの発生の防止，扉・窓の正常な作動等の日常的な

保守を行うこと。 

    エ 運営上必要となる電気，水道，ガス，下水道料金については，市の負担とす

るが，指定管理者はこれら光熱費等の削減に努めること。 

  ⑵ 設備維持管理業務 

   ① 要求水準 

     指定管理者は，管理する設備等の機能と環境を良好に維持し，利用者が安全か

つ快適に施設を利用できるように，設備等の日常点検，保守管理業務を行い，正

常に機能しない場合又はその恐れがある場合には，速やかに市に報告するととも

に，適切な対応をすること。 

     なお，詳細は別添９「設備維持管理業務一覧」のとおりとし，その他業務につ

いては指定管理者の提案によるものとする。 

   ② 業務内容 

ア 設備の日常点検，法定点検，定期点検等を実施すること。また，その際に必

要な消耗品の交換等に要する費用は，指定管理料に含む。 

イ 法令対応が必要な設備の点検，また，その際に必要な消耗品等の交換等に必

要な費用は，指定管理料に含まれるものとし，法令点検等の対応は原則として

指定管理者が行うこと。 

ウ 劣化診断や劣化判定及び修繕が必要とされる不具合については，市と協議の

上，劣化等の判断，修繕の決定を行うこと。 

エ 指定管理者の責めに帰すべき事由に関する建築設備の更新費用は，指定管理

者の負担とする。 
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  ⑶ 外構施設維持管理業務 

   ① 要求水準 

    指定管理者は，利用者が安全かつ快適に利用できるよう，敷地内の外構施設（工

作物を含む）を機能上，安全上また美観上，適切な状態に保つこと。なお，詳細は

別添１０「外構施設維持管理業務一覧」のとおりとし，その他業務については指定

管理者の提案によるものとする。 

   ② 業務内容 

    ア 正面玄関付近など敷地内の公共性の高い場所や設備は，常に清潔にし，美観

を保つこと。また，排水設備，溝，水路等は，ごみ等詰まらないよう適切な状

態に保つこと。 

    イ 駐車場及び駐輪場は自動車や自転車の長期的な放置又はごみが不法投棄され

ないように定期的な巡回点検等により，利用者の利用に支障が出ないように整

備すること。 

    ウ 中央図書館・市民ギャラリー敷地内の汚水管について，トイレなどからの排

出に含まれる想定外の汚物等により，汚水管が詰まる事案が発生しているため，

指定管理者は月に１度以上敷地内の汚水管の点検を行うとともに，当該事案を

予防する措置を講じること。 

⑷ 備品等維持管理業務 

   ① 要求水準 

指定管理者は，管理運営に必要な備品等のうち，別添１１「備品一覧」に示す

ものは，市が無償で貸与するため，適切に管理すること。なお，指定管理者は，

備品について，破損,故障又は定期保守点検等により不具合を指摘された場合，備

品が正常に機能しないことが明らかになった場合には，遅滞なく市に報告すると

ともに，適切に対応すること。 

② 業務内容 

ア 中央図書館・市民ギャラリー等の備品，図書館資料（図書，雑誌，新聞，視

聴覚資料等），美術資料（版木，台座等）は市に帰属し，中央図書館・市民ギャ

ラリー等運営のために使用するものとする。指定管理料で購入した備品や資料

も市に帰属するため，購入前に市と協議し，承認を得ること。 

イ 市の所有に属する備品については，八千代市財務規則に基づき適切に管理す

ること。また，管理運営に必要な備品を市が購入等した場合，その都度，管理

について，市及び指定管理者で協議すること。 

ウ 備品は，毎年備品台帳と照合を行うとともに市で行う備品の調査に協力する

こと。また，物品等の出納については，都度，市に報告を行うこと。 

エ 指定管理者の管理上の不備により，市に帰属する備品，図書資料，美術資料

に破損及び紛失等が生じた場合は，指定管理者はこれを自費により修理又は弁

済するものとする。 
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オ 指定管理者が，管理運営のために必要とする備品等を指定管理者の負担で設

置する場合は, 事前に市と協議し，承認を得ること。また，指定管理期間終了

後には，市と協議の上，これを撤去し施設の原状回復を行うこと（市の承認を

受けた場合は除く。）。 

⑸ 環境衛生管理業務 

   ① 要求水準 

     指定管理者は，この仕様書に定めるもののほか，建築物における衛生的環境の

確保に関する法律等に基づき，施設内の環境衛生を維持するため，日常清掃，定

期清掃を実施し，常に清潔，美観を保持すること。また空気環境の調整をはじめ，

各種の衛生管理及び環境測定を行うこと。 

なお，詳細は別添１２「環境衛生管理業務一覧」のとおりとし，その他業務に

ついては指定管理者の提案によるものとする。 

② 業務内容 

    ア 清掃業務 

    イ 空気環境測定 

    ウ 水質検査業務 

    エ 簡易水道水質検査 

    オ 害虫防除業務（主に生息調査を実施） 

    カ 廃棄物の保管・廃棄  

⑹ 警備等業務 

   ① 要求水準  

指定管理者は，利用者の安全・安心を確保するため，適切な警備計画を立て，

施設内外の職員による巡回や監視カメラ等により施設管理を行うこと。犯罪等の

未然防止に努め，異常が発生した場合は関係機関への連絡や利用者の円滑な避難

誘導等，適切に対応すること。実施する業務は以下のとおりとし，その他業務に

ついては指定管理者の提案によるものとする。 

② 業務内容 

ア 適切な運営体制により，利用者のプライバシー保護に留意の上，盗難等犯罪

の抑止に努めること。 

イ 消防法，建築基準法，労働安全衛生法等，関係法令及び監督官庁の指示等を

遵守すること。 

ウ 利用者の秩序の維持及び盗難等犯罪の抑止，発生時の対処をするため，常時

警備を行うこと。 

エ 閉館時に機械警備により警備する場合は，機械警備システムの操作等適切に

管理すること。 

オ 不審者・不審物を発見した場合には，警察への通報等，適切な対応をとるこ

と。 

    カ 急病，事故，犯罪，災害発生時やその他の異常発見時に，消防・警察等への

連絡や施設利用者の避難誘導等を行うこと。 
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キ 玄関前，搬入口，駐車場，駐輪場等の除雪等を行い，利用者の安全を確保す

ること。 

ク 放置物の除去等を行い，避難導線を常時確保すること。 

    ケ 開館時間内の館内巡回は，２時間に１回以上行うこととし，巡回記録簿を作

成すること。 

  ⑺ 植栽等の維持管理業務 

   ① 要求水準 

敷地内における植栽の美観を保つとともに，利用者及び通行者等の安全を確保

し，常に良好な状態に管理すること。 

     なお，詳細は別添１３「植栽管理業務一覧」のとおり実施することとし，その

他の業務については指定管理者の提案によるものとする。 

   ② 業務内容 

    ア 植物の種類，形状，育成状況等に応じて適切な方法により，剪定，病害虫駆

除，施肥，除草等を行うこと。 

    イ 植栽による枝等が利用者の妨げになることがないよう，剪定等により安全の

確保を行うこと。 

  ⑻ 共用部分の管理業務 

   ① 要求水準 

     中央図書館・市民ギャラリー及び緑が丘図書館の共用部分を適切に管理するこ

と。 

   ② 業務内容 

    ア 飲食可とするスペースについては，清潔保持及び衛生管理に十分注意を払う

こと。衛生管理及び感染症対策については，関係法令等の遵守・徹底を図ると

ともに，関係機関への届出，検査等が必要な場合は，遅滞なく手続きを行うこ

と。 

イ 総合案内板（モニター付き）や情報掲示板等，各施設に設置のツールを有効

に活用し，来館者へ利用案内資料や各種案内文書（他施設から届いたポスター

等）を掲示し，情報提供を行うこと。 

ウ 傘立ての管理（雨天時の対応等）を行うこと。 

エ 中央図書館・市民ギャラリーのライブスペースを活用すること。 

 

Ⅳ その他業務 

１ その他市が施設の管理運営上必要と認める業務 

⑴ 経理に関する事務 

① 規程の整備 

 指定管理期間開始日の前日までに，財務事務の具体的な処理方法等に関する財

務事務処理規程を定め，これに基づき適正に処理すること。また，財務書類は，

当該業務の完了の日の属する年度の翌年度から１０年間保存すること。 
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② 口座の管理及び経理の区分 

 指定管理料の出納は，市が特に定めた場合を除き他の会計と区分して経理する

ものとし，独立した帳簿及び預金口座により管理すること。 

③ 書類等の提出及び調査の協力 

  市又は八千代市監査委員，若しくは八千代市議会の求めがあった場合は，管理

運営業務に係る財務書類及び文書等を提出し，又は出頭してその調査に協力する

こと。 

 ⑵ 図書館の複写料及び市民ギャラリーの使用料金収納に関する業務 

   ① 要求水準 

     八千代市立図書館管理運営規則，八千代市市民ギャラリー設置及び管理に関す

る条例，八千代市市民ギャラリー設置及び管理に関する条例施行規則，地方自治

法施行令第１５８条の規定に基づき，市と使用料収納事務委託契約を締結し，適

正に使用料を収納すること。なお，収納事務に係る手数料は，指定管理料に含ま

れるものとする。また，図書館の複写料及び施設使用料は，市の収入とする。 

   ② 業務内容 

     使用料について，必要な帳簿等を作成すること。 

  ⑶ 事業計画書等の作成 

① 年度事業計画書 

指定期間の年度ごとに，指定申請の際に市に提出した事業計画書及び収支予算

書の内容を反映させた年度事業計画書及び年度収支予算書を当該年度開始前の市

が指定する日までに作成し，市と協議の上，承認を受けること。 

② 年度自主事業計画書 

  自主事業を実施する場合には，当該年度開始前の市が指定する日までに年度自

主事業計画書及び年度自主事業収支予算書を作成し，市の承認を受けること。 

⑷ 利用者等満足度調査の実施 

    利用者等から中央図書館・市民ギャラリー等の施設及び本業務に関する意見を聴 

 取し，業務の質とサービスの向上を図るため，利用者満足度調査を中央図書館・市

民ギャラリー，勝田台図書館，緑が丘図書館の各施設で年１回以上実施し，その結

果を市に報告すること。また，その他，アンケート用紙などを常備し，随時，市民

が意見を投稿できるようにすること。 

⑸ 事業報告書等の作成 

① 年度事業報告書 

  指定管理者は，次の事項を記載した「年度事業報告書」を作成すること。 

ア 利用状況 

イ 管理業務の実施状況 

ウ 管理経費に係る収支決算 

エ その他必要な事項 

   ② 月次期報告書 

     指定管理者は，次の事項を記載した「月次報告書」を作成すること。 
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    ア 利用状況 

    イ 管理業務の実施状況 

    ウ 管理経費に係る状況 

   エ 自主事業の実施状況 

    オ その他必要な事項 

③ 日次報告書 

   指定管理者は，次の事項を記載した「日次報告書」を作成すること。 

ア 利用状況 

イ 管理業務の実施状況 

 ウ その他必要な事項 

④ 年度自主事業報告書 

     指定管理者は，自主事業を実施した場合には，次の事項を記載した「年度自主

事業報告書」を作成すること。 

    ア 自主事業の実施状況 

    イ 自主事業経費に係る収支決算 

    ウ その他必要な事項 

⑤ その他の報告書 

  指定管理者は，関係法令等に規定する記録書及びその他市が必要と認める報告

を作成すること。 

⑹ 業務の実施状況の確認等 

① 実施状況の確認 

市は事業報告書の提出により，指定管理者が業務を適切に実施しているか確認

する。また，指定管理者は，毎月定例会議を開催し，実施状況を報告すること。 

なお，市は，必要に応じて立入検査等を実施する。 

② 業務の基準を満たしていない場合の措置 

 市は実施状況の確認の結果，指定管理者が協定書及び仕様書に規定された基準

を満たしていないと判断した場合，協定書に基づき，指定管理者に対し必要な改

善措置を講じるよう指導・助言や改善勧告を行い，改善が見られない場合には，

指定を取り消すことがある。 

⑺ 指定の期間終了における業務 

① 業務の引継ぎ 

 指定管理者は，市の指示に基づき，次期指定管理者が円滑かつ，支障なく中央

図書館・市民ギャラリー等の管理運営を実施できるよう，自己の負担において，

市又は次期指定管理者に対して遅滞なく業務の引継ぎを行うこと。 

② 原状回復 

 指定管理者は，自己の責任及び負担において管理物件の原状回復を行うこと（市 

の承認を受けた場合を除く。）。 
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第６ 指定管理者が実施できる業務 

１ 自主事業 

  指定管理者は，中央図書館・市民ギャラリー等の施設利用の促進やサービスの向上を

図るため，また，指定管理者の創意工夫やノウハウをいかした運営により施設の効用を

発揮するため，市民の利用を阻害しない範囲で管理運営仕様書に業務として定めていな

い事業を，自己の費用と責任で実施することができる。 

  実施に当たっては，自主事業計画書を作成し，市の承認を得ること。また，当該年度

の事業計画との変更が生じる場合は，市と調整を行うこと。 

※ 自主事業を行うに当たっての留意事項 

 ⑴ 市の要求する管理運営業務に支障がないこと。 

 ⑵ 利用者に自主事業であることを明示すること。 

 ⑶ 自主事業に係る収支は，指定管理料とは区分して経理すること。また，発生する費

用に市からの指定管理料を充てないこと。 

 ⑷ 自主事業の実施により生じた利益は，指定管理者の収入となるが，その利益が過大

なものと認められる場合は，施設利用におけるサービス向上のために使用すること。 

 ⑸ 自主事業に係る経費及び徴収する売上等の収入並びに実施状況を報告すること。 

⑹ 許可や届出等が必要な事業を行う場合には，指定管理者があらかじめ関係機関に相

談の上，手続きを行うこと。 

 ⑺ 内外装工事を行った場合は，指定期間終了時に原則として原状回復を行うこと。 

 ⑻ 公序良俗に反しないこと。 

⑼ 関連する法規を遵守すること。 

 ⑽ 自主事業が適当ではないと市が認めた場合には，直ちに中止すること。 

なお，中止により生じた指定管理者又は第三者の損害について，市は一切の責任を

負わないものとする。 

 ⑾ 利益が過大なものとして取り扱う利益の定義は，市と協議のうえ協定書に定めるこ

と。 

 

２ 飲食提供，物品の販売 

  中央図書館・市民ギャラリーでは，中央図書館・市民ギャラリー利用者や新川遊歩道，

八千代広域公園などを利用する方に既設の厨房スペースを使用し，飲食を提供し，交流

の場とすることができる。また，施設の設置の目的に沿った物品の販売をすることがで

きることとする。（ミュージアムショップ機能） 

飲食提供，物品の販売に係る事業収入の一部は，指定管理業務の収入とすることとし，

指定管理料に充てる事業収入の割合又は金額は指定管理者の提案によるものとする。 

 ※（参考）行政財産使用料相当額：９８１，０００円（年額） 

なお，当該事業を実施する際は，以下の点に留意すること。 

 ⑴ メニュー及び提供価格は，社会通念上相当と認められる額を設定すること。（提供メ

ニュー及び提供価格を変更する場合は，事前に市の承認を受けること） 

 ⑵ 飲食事業の実施に関しては，食品衛生法等の必要な法規・法令を遵守し，利用者に
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安全な飲食物を提供すること。 

 ⑶ 消耗品等（食器類，箸・スプーン等，調理器具等）については，指定管理者が運営 

に合わせ購入すること。 

 ⑷ 施設の設置の目的に沿った物品の販売を行うこと。 

 ⑸ 火元責任者を配置し，防火管理を徹底すること。 

 ⑹ 事故防止を徹底すること。事故が発生した場合には，指定管理者の責任と負担にお 

いて対処するとともに，直ちに市に報告すること。 

 ⑺ 毎月の販売実績等，その他市が求める報告について提出すること。 

 ⑻ 当該事業の実施により発生する光熱水費は，指定管理料とは別に市へ支払いを行う

こと。 

 

 

第７ 実績の評価 

１ 事業報告書の提出 

  指定管理者は，毎月終了後翌月の１０日までに月例事業報告書を提出し，毎年度終了

後３０日以内に年度事業報告書を提出するほか，市が必要とする報告書を提出すること。 

 

２ セルフモニタリングの実施 

  市のモニタリング基準に沿って，セルフモニタリングを実施し，その結果を市に報告

すること。 

 

３ モニタリングへの協力 

  市が実施するモニタリングに協力すること。市が必要に応じて行う，施設，物品，各

種帳簿等並びに管理運営についての現地調査を，指定管理者は合理的な理由なく拒否し

ないこと。また，市より改善等の指示があった場合は，対応すること。 

 

４ 実績評価の実施 

  指定の期間終了後は，指定の期間における業務全般についての実施結果の検証を行い，

市に検証を求めること。 

 

５ 評価結果の活用 

  モニタリング結果は，指定管理期間中のサービス向上に役立てるだけでなく，次期の

指定管理者候補者選定に当たって，仕様書の見直しに活用するものとする。 

 

６ 評価結果の公表 

  指定期間中に行う期中評価及び指定期間終了後に行う総括評価の結果は，市ホームペ

ージ等で公表するものとする。 
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第８ 留意事項 

１ 管理運営の準備 

  指定期間開始日の前日までに以下の業務を自己の負担において行うこと。 

 ⑴ 協定の締結に関する市との協議 

 ⑵ 各種書類・規程の作成及び協議 

 ⑶ 配置する業務従事者等の確保，研修 

 ⑷ 管理運営に必要な協議，届出及び許認可の取得 

   ※ 管理運営業務の遂行に当たり届出等が必要な場合は，指定管理者の責任及び費

用負担において実施し，届出等に係る文書の写しを市へ提出すること。 

 ⑸ 現行の指定管理者からの業務引継ぎ 

   ※ 指定管理者の指定期間開始前の令和７年１月から３月までの期間に，業務に関

する引継ぎを受けること。引継ぎに当たっては，令和７年４月から勤務予定の従事

者を対象とし,現指定管理者と十分な協議を行うこと。 

    なお，指定管理者の指定期間開始前における業務引継ぎに要する費用は，全て指

定管理者として選定された応募者が負担すること。 

 ⑹ その他管理運営業務を実施するための一切の準備 

 

２ 保険の加入 

  指定管理者は，指定期間中，自らの過失等により施設及びその設備又は利用者等に損

害を与えた場合に備え，指定期間の開始日の前日までに自らの負担で賠償責任保険に加

入し，当該保険に係る保険証券の写しを市に提出すること。 

また，補償額は，次表を参考とし，指定管理者が決定すること。 

補 償 内 容 補 償 額 

賠 償 金 

対 人 賠 償 

１人につき １億円以上 

１事故につき １０億円以上 

対 物 賠 償 １事故につき ２千万円以上 

 

３ 損害賠償 

  指定管理者は，自己の責めに帰すべき損害を第三者に与えた場合は，民法，国家賠償

法及び協定書の規定に基づいて，そのすべての損害を賠償すること。 

  この場合において、損害を受けた第三者の求めに応じて市が損害を賠償したときは，

市は指定管理者に対して求償権を有する。 

 

４ 苦情等の対応 

  利用者等からの苦情等については，苦情等受付体制を確立し，市の承認を得ること。 

また，中央図書館・市民ギャラリー等及びその付帯施設に関する要望及び苦情があっ

た場合には，誠意を持って適切な対応をするとともに，速やかに市に報告すること。 
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５ 再委託 

  指定管理者は，本書で規定する運営又は管理業務の全部を一括して，第三者に委託し，

又は請け負わせてはならない。 

  なお，業務の一部を委託しようとする場合は，市による事前の承認が必要であるため，

年度当初から委託する場合には，年度事業計画書に，委託内容，委託業者名，委託金額

等を記載し，年度途中から委託する場合には，その都度同様の事項を市に届け出て，委

託前に承認を受けること。 

また，事業報告書においても，必要事項を記載すること。 

 

６ 契約事務等 

  契約行為の際は，市財務規則を参考に複数の業者より見積書を徴収し契約書等を取り

交わすことが望ましい。なお，市財務規則に規定される担当課で契約できる金額を超え

る場合には市と協議すること。 

 

７ 事故・災害応急活動 

 ⑴ 平常時の予防体制 

   指定管理者は，事故，犯罪，災害等の発生を警戒・防止するため，施設の保守点検

及び館内巡回などを適切に行うこと。 

 ⑵ 事故，災害等発生時の対応 

  ① 災害等緊急時は，市や医療機関，関係機関と協力し，対応を図ること。本市に気

象警報等が発令された場合は，直ちに利用者等にその旨を伝達できるよう訓練及び

放送設備の保守等を適切に行うこと。台風等の接近・上陸による荒天が予想される

場合は，利用者等に注意喚起を図り，あらかじめ備品等の固定・収納を行うこと。 

  ② 事故，犯罪，災害等の発生に備えた危機管理体制を構築するとともに，利用者等

の避難，誘導，安全確保等及び必要な通報等についての対応マニュアル（危機管理

マニュアル等）を整備すること。 

  ③ 施設内において人身事故，管理物件の損傷その他の事故が発生し，又は不測の事

態が生じた場合は，適切に対処し，速やかに市に報告し，二次災害を引き起こさな

いよう処置を行うこと。荒天後（降雪時も含む。）は，施設内及び施設周辺を巡回し，

被害の有無を確認し，危険個所については，立入禁止にする等適切な処理を行うこ

と。 

また，利用者等の安全確保や人命救助等の緊急対応を最優先とすること。その後，

速やかに書面により報告を行うこと。 

  ④ 中央図書館・市民ギャラリーは自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を２台以上，緑が

丘図書館は１台以上設置し，適正に管理すること。また，業務従事者に普通救急講

習会を受講させる等，不測の事態に備えること。 

  ⑤ 事故等が発生した場合は，市と協力して原因調査に当たること。 

  ⑥ 災害等緊急時において，市が緊急に防災拠点，避難所及び帰宅困難者への対応等

のため，中央図書館・市民ギャラリー等を使用する場合が想定される。中央図書館・

市民ギャラリー等を防災拠点等として使用する場合，指定管理者は，市の指示によ

り，避難者等を受け入れるとともに，必要に応じて設置場所開設や運営面での支援

を行うこと。 
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なお，災害等緊急時における指定管理者が行う支援内容及び費用負担については，

災害発生時における施設利用の協力に関する協定（仮）等を本市危機管理課と協議

の上，指定期間開始の前までに別途定めることとします。 

  ⑦ 八千代市内において，震度４の地震を観測した場合は，施設開館時は直ちに利用

者の安全確認等を行い，施設の被害・安全点検を実施し，被害状況を市に報告する

こと。 

また，夜間や休館日等の施設閉館時は地震発生後，利用者が施設を利用するまで

の間に施設の被害・安全点検を実施し，被害状況を市に報告すること。 

なお，八千代市内において震度５弱以上の地震を観測した場合は，休日夜間を問

わず，速やかに施設の被害・安全点検を実施し，被害状況を市に報告すること。 

  

８ 暴力団の排除 

  市は，資料３「指定管理者制度における暴力団排除に関する合意書」に基づき，指定

管理者の指定を受けた法人等又は当該法人等の役員等に変更があった場合，その都度，

同合意書第１条第１項各号いずれかに該当するか否かについて，八千代警察署に照会す

る。指定管理者は，照会に際し，八千代警察署に個人情報を提供することに同意するも

のとする。 

なお，指定管理者又はその役員等が，同合意書第１条第１項各号のいずれかに該当す

ることが判明した場合は，指定の取消しその他必要な措置を講じます。 

 

 

第９ 協議 

   この仕様書に定めがない事項又は疑義が生じた場合は，市と指定管理者が協議の上，

決定する。 
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